
ご結婚・ご出産された

NTN従業員またはNTN健康保険組合の被扶養配偶者
で喫煙者の方

申込可能期間

結婚または出産されて半年間はいつでも申込可能

本事業は NTN 健康保険組合と協業実施しており、費用は全て NTN 健康保険組合が負担します。
お問い合わせ NTN 株式会社 人事部 江端 電話：070-7815-4593 メールアドレス：akiko_ebata@ntn.co.jp
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